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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面開放の箱形構造をなして、互いに対向した１対の側壁の各外側面に複数の積上支持
突部を備え、それら積上支持突部の下面にスライド突部が突出形成されると共に、前記１
対の側壁の上面の内縁部に１対の横ズレ規制突条が突出形成されたコンテナであって、
　コンテナを積み上げるときに、上側のコンテナを傾斜姿勢にして前記１対の側壁の１対
の前記スライド突部を、下側のコンテナにおける前記１対の側壁の上面に当接しかつ、そ
れら１対のスライド突部の間に前記１対の横ズレ規制突条を配置した状態で、上側のコン
テナを下側のコンテナの真上となる位置までスライド移動可能なコンテナにおいて、
　前記横ズレ規制突条を、その長手方向の両端部で一定高さをなして延びた１対の高丈規
制部と、長手方向の中間部で前記高丈規制部より低い一定高さをなして延びた低丈規制部
と、前記１対の高丈規制部と前記低丈規制部との間を連絡した１対の連絡傾斜規制部とで
構成し、
　前記横ズレ規制突条のうち前記側壁の内側面と反対側の側面と前記横ズレ規制突条の上
面との間を連絡する角部曲面を形成し、前記低丈規制部の前記角部曲面の曲率半径より前
記高丈規制部の前記角部曲面の曲率半径を小さくし、前記連絡傾斜規制部の前記角部曲面
の曲率半径を、前記低丈規制部側の端部から前記高丈規制部側の端部に向かって徐々に小
さくしたことを特徴とするコンテナ。
【請求項２】
　上面開放の箱形構造をなして、互いに対向した１対の側壁の各外側面に複数の積上支持
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突部を備え、それら積上支持突部の下面にスライド突部が突出形成されると共に、前記１
対の側壁の上面の内縁部に１対の横ズレ規制突条が突出形成されたコンテナであって、
　コンテナを積み上げるときに、上側のコンテナを傾斜姿勢にして前記１対の側壁の１対
の前記スライド突部を、下側のコンテナにおける前記１対の側壁の上面に当接しかつ、そ
れら１対のスライド突部の間に前記１対の横ズレ規制突条を配置した状態で、上側のコン
テナを下側のコンテナの真上となる位置までスライド移動可能なコンテナにおいて、
　前記横ズレ規制突条を、その長手方向の両端部で一定高さをなして延びた１対の高丈規
制部と、長手方向の中間部で前記高丈規制部より低い一定高さをなして延びた低丈規制部
と、前記１対の高丈規制部と前記低丈規制部との間を連絡した１対の連絡傾斜規制部とで
構成し、
　前記横ズレ規制突条のうち前記側壁の内側面と反対側の側面と前記横ズレ規制突条の上
面との間を連絡する角部曲面を形成し、前記高丈規制部の前記角部曲面の曲率半径より前
記低丈規制部の前記角部曲面の曲率半径を小さくし、前記連絡傾斜規制部の前記角部曲面
の曲率半径を、前記高丈規制部側の端部から前記低丈規制部側の端部に向かって徐々に小
さくしたことを特徴とするコンテナ。
【請求項３】
　前記１対の側壁の上面には、前記スライド突部が当接し得る突部当接領域を挟んで前記
横ズレ規制突条に対向したガイド段差部が形成され、前記ガイド段差部のうち前記高丈規
制部との対向位置に、前記側壁の上面の前記突部当接領域から垂直に起立した垂直ガイド
面を設けると共に、前記ガイド段差部のうち前記低丈規制部との対向位置に、前記垂直ガ
イド面を延長した架空の面を、その下端部を中心にして外側に倒した形状の縦傾斜ガイド
面を設けたことを特徴とする請求項１又は２に記載のコンテナ。
【請求項４】
　上面開放の箱形構造をなして、互いに対向した１対の側壁の各外側面に複数の積上支持
突部を備え、それら積上支持突部の下面にスライド突部が突出形成されると共に、前記１
対の側壁の上面の内縁部に１対の横ズレ規制突条が突出形成されたコンテナであって、
　コンテナを積み上げるときに、上側のコンテナを傾斜姿勢にして前記１対の側壁の１対
の前記スライド突部を、下側のコンテナにおける前記１対の側壁の上面に当接しかつ、そ
れら１対のスライド突部の間に前記１対の横ズレ規制突条を配置した状態で、上側のコン
テナを下側のコンテナの真上となる位置までスライド移動可能なコンテナにおいて、
　前記横ズレ規制突条を、その長手方向の両端部で一定高さをなして延びた１対の高丈規
制部と、長手方向の中間部で前記高丈規制部より低い一定高さをなして延びた低丈規制部
と、前記１対の高丈規制部と前記低丈規制部との間を連絡した１対の連絡傾斜規制部とで
構成し、
　前記１対の側壁の上面には、前記スライド突部が当接し得る突部当接領域を挟んで前記
横ズレ規制突条に対向したガイド段差部が形成され、前記ガイド段差部のうち前記高丈規
制部との対向位置に、前記側壁の上面の前記突部当接領域から垂直に起立した垂直ガイド
面を設けると共に、前記ガイド段差部のうち前記低丈規制部との対向位置に、前記垂直ガ
イド面を延長した架空の面を、その下端部を中心にして外側に倒した形状の縦傾斜ガイド
面を設けたことを特徴とするコンテナ。
【請求項５】
　前記スライド突部に、その下端部から上方に向かうに従って前記横ズレ規制突条側に迫
り出すように傾斜した誘導面を形成したことを特徴とする請求項１乃至４の何れか１の請
求項に記載のコンテナ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテナを積み上げる際に、上側のコンテナを傾斜姿勢にして下側のコンテ
ナの上面に載置し、下側のコンテナの真上となる位置までスライド移動可能なコンテナに
関する。なお、以下の説明において、コンテナをスライドさせて積み上げる操作を「スラ
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イド積み上げ操作」ということとする。
【背景技術】
【０００２】
　図２２に示すように、従来、この種のコンテナとして、上端開口の開口縁から側方にフ
ランジ５が張り出され、各側壁１，２の外側面における横方向の両端部に、積上支持突部
３が１つずつ形成されたものが知られている。このコンテナでは、互いに対向した１対の
側壁１，１に配置された積上支持突部３の下面に、図２３に示したスライド突部７が突出
形成されると共に、フランジ５の上面を含む１対の側壁１，１の上面の内縁部に沿って１
対の横ズレ規制突条４，４が形成されている。そして、コンテナを積み上げる際に、図２
２に示すように、上側のコンテナを傾斜姿勢にして、そのコンテナの１対のスライド突部
７，７を、下側のコンテナの１対の側壁１，１に当接しかつ、それら１対のスライド突部
７，７の間に１対の横ズレ規制突条４，４を配置した状態で、上側のコンテナを下側のコ
ンテナの真上となる位置までスライド移動することができる。
【０００３】
　なお、上記したコンテナでは、上下のコンテナの向きを１８０度異ならせて積み上げる
と、上側のコンテナの積上支持突部３群が下側のコンテナの内面に形成された突部受容溝
６群に受容されたネスティング状態になり、上下のコンテナの向きを同じにして積み上げ
ると、上側のコンテナの積上支持突部３群が側壁１，２の上面に載置されたスタッキング
状態になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３９８６６９３号公報（図１、図６）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、コンテナの側壁は荷物からの圧力によって外側に変形した場合に、特に各側
壁の横方向における中央部分で最も大きく変形する。このため、上記した従来のコンテナ
では、傾斜姿勢にして１対のスライド突部７，７を、他のコンテナにおける１対の横ズレ
規制突条４，４の外側に配置する際に、下側のコンテナに対して上側のコンテナが僅かに
横ズレしただけで、一方のスライド突部７のみが側壁１の上面に当接し、他方のスライド
突部７が側壁１の上面より内側に外れる事態が起こり得る。そのような場合、上下のコン
テナの横ズレを修正するためには、従来のコンテナでは、上側のコンテナのうち他方のス
ライド突部７側を高く上げなければ、そのスライド突部７が横ズレ規制突条４を乗り越え
ることができないので、上側のコンテナの１対のスライド突部７，７を、下側のコンテナ
の１対の横ズレ規制突条４，４の外側に配置するために手間がかかることがあった。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、コンテナのスライド積み上げ操作を行う
際に上側のコンテナの１対のスライド突部を、下側のコンテナの１対の横ズレ規制突条の
外側にスムーズに配置可能なコンテナの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するためになされた請求項１の発明に係るコンテナは、上面開放の箱形
構造をなして、互いに対向した１対の側壁の各外側面に複数の積上支持突部を備え、それ
ら積上支持突部の下面にスライド突部が突出形成されると共に、１対の側壁の上面の内縁
部に１対の横ズレ規制突条が突出形成されたコンテナであって、コンテナを積み上げると
きに、上側のコンテナを傾斜姿勢にして１対の側壁の１対のスライド突部を、下側のコン
テナにおける１対の側壁の上面に当接しかつ、それら１対のスライド突部の間に１対の横
ズレ規制突条を配置した状態で、上側のコンテナを下側のコンテナの真上となる位置まで
スライド移動可能なコンテナにおいて、横ズレ規制突条を、その長手方向の両端部で一定
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高さをなして延びた１対の高丈規制部と、長手方向の中間部で高丈規制部より低い一定高
さをなして延びた低丈規制部と、１対の高丈規制部と低丈規制部との間を連絡した１対の
連絡傾斜規制部とで構成し、横ズレ規制突条のうち側壁の内側面と反対側の側面と横ズレ
規制突条の上面との間を連絡する角部曲面を形成し、低丈規制部の角部曲面の曲率半径よ
り高丈規制部の角部曲面の曲率半径を小さくし、連絡傾斜規制部の角部曲面の曲率半径を
、低丈規制部側の端部から高丈規制部側の端部に向かって徐々に小さくしたたところに特
徴を有する。
【０００８】
　請求項２の発明に係るコンテナは、上面開放の箱形構造をなして、互いに対向した１対
の側壁の各外側面に複数の積上支持突部を備え、それら積上支持突部の下面にスライド突
部が突出形成されると共に、１対の側壁の上面の内縁部に１対の横ズレ規制突条が突出形
成されたコンテナであって、コンテナを積み上げるときに、上側のコンテナを傾斜姿勢に
して１対の側壁の１対のスライド突部を、下側のコンテナにおける１対の側壁の上面に当
接しかつ、それら１対のスライド突部の間に１対の横ズレ規制突条を配置した状態で、上
側のコンテナを下側のコンテナの真上となる位置までスライド移動可能なコンテナにおい
て、横ズレ規制突条を、その長手方向の両端部で一定高さをなして延びた１対の高丈規制
部と、長手方向の中間部で高丈規制部より低い一定高さをなして延びた低丈規制部と、１
対の高丈規制部と低丈規制部との間を連絡した１対の連絡傾斜規制部とで構成し、横ズレ
規制突条のうち側壁の内側面と反対側の側面と横ズレ規制突条の上面との間を連絡する角
部曲面を形成し、高丈規制部の角部曲面の曲率半径より低丈規制部の角部曲面の曲率半径
を小さくし、連絡傾斜規制部の角部曲面の曲率半径を、高丈規制部側の端部から低丈規制
部側の端部に向かって徐々に小さくしたところに特徴を有する。
【０００９】
　請求項３の発明は、請求項１又は２に記載のコンテナにおいて、１対の側壁の上面には
、スライド突部が当接し得る突部当接領域を挟んで横ズレ規制突条に対向したガイド段差
部が形成され、ガイド段差部のうち高丈規制部との対向位置に、側壁の上面の突部当接領
域から垂直に起立した垂直ガイド面を設けると共に、ガイド段差部のうち低丈規制部との
対向位置に、垂直ガイド面を延長した架空の面を、その下端部を中心にして外側に倒した
形状の縦傾斜ガイド面を設けたところに特徴を有する。
【００１０】
　請求項４の発明に係るコンテナは、上面開放の箱形構造をなして、互いに対向した１対
の側壁の各外側面に複数の積上支持突部を備え、それら積上支持突部の下面にスライド突
部が突出形成されると共に、１対の側壁の上面の内縁部に１対の横ズレ規制突条が突出形
成されたコンテナであって、コンテナを積み上げるときに、上側のコンテナを傾斜姿勢に
して１対の側壁の１対のスライド突部を、下側のコンテナにおける１対の側壁の上面に当
接しかつ、それら１対のスライド突部の間に１対の横ズレ規制突条を配置した状態で、上
側のコンテナを下側のコンテナの真上となる位置までスライド移動可能なコンテナにおい
て、横ズレ規制突条を、その長手方向の両端部で一定高さをなして延びた１対の高丈規制
部と、長手方向の中間部で高丈規制部より低い一定高さをなして延びた低丈規制部と、１
対の高丈規制部と低丈規制部との間を連絡した１対の連絡傾斜規制部とで構成し、１対の
側壁の上面には、スライド突部が当接し得る突部当接領域を挟んで横ズレ規制突条に対向
したガイド段差部が形成され、ガイド段差部のうち高丈規制部との対向位置に、側壁の上
面の突部当接領域から垂直に起立した垂直ガイド面を設けると共に、ガイド段差部のうち
低丈規制部との対向位置に、垂直ガイド面を延長した架空の面を、その下端部を中心にし
て外側に倒した形状の縦傾斜ガイド面を設けたところに特徴を有する。
【００１１】
　請求項５の発明は、請求項１乃至４の何れか１の請求項に記載のコンテナにおいて、ス
ライド突部に、その下端部から上方に向かうに従って横ズレ規制突条側に迫り出すように
傾斜した誘導面を形成したところに特徴を有する。
【発明の効果】



(5) JP 5796889 B2 2015.10.21

10

20

30

40

50

【００１２】
　［請求項１～４の発明］
　請求項１，２，４の構成によれば、スライド積み上げ操作する際に、下側のコンテナに
対して上側のコンテナが横ズレしていて、一方のスライド突部のみが一方の横ズレ規制突
条の外側に配置されて側壁の上面に当接し、他方のスライド突部が他方の横ズレ規制突条
の内側に外れていても、横ズレ規制突条の中間部が両端部より低い低丈規制部になってい
るので、上側のコンテナのうち他方のスライド突部側を僅かに持ち上げるだけで他方のス
ライド突部を横ズレ規制突条より外側に移動して、下側のコンテナの側壁の上面に当接さ
せることができる。即ち、本発明によれば、コンテナのスライド積み上げ操作を行う際に
上側のコンテナの１対のスライド突部を、下側のコンテナの１対の横ズレ規制突条の外側
にスムーズに配置することが可能になる。
　また、請求項１の構成によれば、横ズレ規制突条の両端部（高丈規制部）では、角部曲
面の曲率半径が比較的小さいので、スライド突部が横ズレ規制突条を外側から内側へと乗
り越え難くなる。また、横ズレ規制突条の中間部（低丈規制部）では、角部曲面の曲率半
径が比較的大きいので、スライド突部が横ズレ規制突条に上方から当接したときに、横ズ
レ規制突条の外側にスムーズに案内することができる。
　請求項２の構成によれば、横ズレ規制突条の中間部（低丈規制部）では、角部曲面の曲
率半径が比較的小さいので、スライド突部が横ズレ規制突条を外側から内側へと乗り越え
難くなる。また、横ズレ規制突条の両端部（高丈規制部）では、角部曲面の曲率半径が比
較的大きいので、スライド突部が横ズレ規制突条に上方から当接したときに、横ズレ規制
突条の外側にスムーズに案内することができる。
　請求項３，４の構成によれば、仮に、上側のコンテナが大きく横ズレした状態で下側の
コンテナに向かって降下しても、横ズレ規制突条の中間部との対向位置に備えられた縦傾
斜ガイド面によって横ズレを減少させる側に上側のコンテナが案内される。これにより、
コンテナのスライド積み上げ操作を行う際に上側のコンテナの１対のスライド突部を下側
のコンテナの１対の横ズレ規制突条の外側にスムーズに案内することが可能になる。
【００１３】
　［請求項５の発明］
　請求項５の構成によれば、コンテナを傾斜姿勢にして１対のスライド突部を、他のコン
テナにおける１対の横ズレ規制突条の外側に配置しようとした際に、仮に、下側のコンテ
ナに対して上側のコンテナが横ズレして、一方のスライド突部が一方の横ズレ規制突条に
上方から当接しても、スライド突部の誘導面と横ズレ規制突条との摺接によって１対のス
ライド突部が１つの横ズレ規制突条の外側に案内される。これにより、上側のコンテナの
１対のスライド突部を、下側のコンテナの１対の横ズレ規制突条の外側にスムーズに配置
することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１実施形態に係るコンテナの斜視図
【図２】図１とは異なる方向から見たコンテナの斜視図
【図３】コンテナの下面側の斜視図
【図４】コンテナの下面図
【図５】コンテナのコーナー部近傍を拡大した下面図
【図６】コンテナのコーナー部近傍を拡大した斜視図
【図７】コンテナのコーナー部近傍を拡大した斜視図
【図８】第１側壁を拡大した斜視図
【図９】第１側壁を拡大した平面図
【図１０】第１側壁の一部を破断した斜視図
【図１１】横ズレ規制突条を拡大した斜視図
【図１２】スライドスタッキング中のコンテナの斜視図
【図１３】スライドスタッキング中のコンテナの一部を拡大した斜視図
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【図１４】図１２のＡ切断面におけるコンテナの断面図
【図１５】図１２のＡ切断面におけるコンテナの部分拡大断面図
【図１６】図１２のＡ切断面におけるコンテナの部分拡大断面図
【図１７】スライド積み上げ操作の途中の上下のコンテナの部分断面図
【図１８】スタッキングされたコンテナの斜視図
【図１９】ネスティングされたコンテナの斜視図
【図２０】第２実施形態のコンテナにおける横ズレ規制突条を拡大した斜視図
【図２１】スライド積み上げ操作の途中の上下のコンテナの部分断面図
【図２２】従来のコンテナの斜視図
【図２３】従来のコンテナの側断面図
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　［第１実施形態］
　以下、本発明の一実施形態を図１～図１９に基づいて説明する。図１に示すように、本
実施形態のコンテナ１０は、上面開放の箱形構造をなし、その底壁１６は、図４に示すよ
うにメッシュ構造でかつ長方形になっている。そして、底壁１６の外縁部における短辺部
分に配置された１対の側壁が１対の第１側壁１１，１１をなす一方、長辺部分に配置され
た１対の側壁が１対の第２側壁１２，１２になっている。また、それら第１及び第２の側
壁１１，１２は、底壁１６から斜め外側上方に向かうにように傾斜している（図１４参照
）。
【００１９】
　なお、図１に示すように、第１及び第２の側壁１１，１２の下寄り位置には、四角形の
貫通孔１７が部分的に複数貫通形成され、第１及び第２の側壁１１，１２の一部がメッシ
ュ構造になっている。また、以下の説明において、第１側壁１１，１１の対向方向を第１
水平方向Ｈ１といい、第２側壁１２，１２の対向方向を第２水平方向Ｈ２ということとす
る。
【００２０】
　図１に示すように、コンテナ１０は、その上端部から側方に張り出したフランジ１３を
全体に備えている。また、コンテナ１０の四隅のコーナー部１０Ｃの近傍においては、フ
ランジ１３の下方位置から側方にコーナーフランジ１４が張り出し、それらコーナー部１
０Ｃの近傍を除いた部分においては、フランジ１３の下方位置から側方に補強フランジ１
５が張り出している。また、コーナーフランジ１４は、コンテナ１０の上下方向の略中央
に位置し、補強フランジ１５は、コンテナ１０の上下方向においてフランジ１３とコーナ
ーフランジ１４との中間に位置している。さらに、コーナーフランジ１４とフランジ１３
との間は複数の縦リブ１４Ｌによって連絡され、補強フランジ１５とフランジ１３との間
は複数の縦リブ１５Ｌによって連絡されている。そして、補強フランジ１５の両端部が、
それぞれコーナーフランジ１４の端部の縦リブ１４Ｌに接続されている。なお、コンテナ
１０の４辺の中央には、補強フランジ１５の一部を上方に突出させて、図３に示すように
、下面が開放した筐体状の指掛け部１５Ｂが備えられている。
【００２１】
　図１及び図２に示すように、コンテナ１０の外側面には、上下方向の中間位置から下端
寄り位置の間に、複数の積上支持突部（図１及び図２の符号２０，２２，２４，２６）が
突出形成されている。そして、これら積上支持突部を含んだコンテナ１０全体の形状が、
第１水平方向Ｈ１におけるコンテナ１０の中心線ＣＬ１（図４参照）に対して線対称形状
をなす一方、第２水平方向Ｈ２におけるコンテナ１０の中心線（図示せず）に対して非線
対称形状になっている。詳細には、以下の通りである。
【００２２】
　図４に示すように、複数の積上支持突部は、第１及び第２の各側壁１１，１２に１対ず
つ備えられると共に、第１及び第２の各側壁１１，１２の両コーナー部１０Ｃの近傍領域
に１つずつ分けて配置されて、各コーナーフランジ１４の下方に位置している。また、こ
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れら積上支持突部は、コーナー部１０Ｃの近傍領域内でも、コーナー部１０Ｃから比較的
離れた位置に配置された中央寄り積上支持突部２２，２６と、コーナー部１０Ｃに比較的
近い位置に配置された端寄り積上支持突部２０，２４とに分けることができ、１対の第１
側壁１１，１１に関しては、それら各第１側壁１１における第２水平方向Ｈ２の一端側（
即ち、一方の第２側壁１２側）に、中央寄り積上支持突部２２が設けられる一方、他端側
（他方の第２側壁１２側）に端寄り積上支持突部２４が設けられている。また、１対の第
２側壁１２，１２では、一方の第２側壁１２の両端部に中央寄り積上支持突部２６，２６
が設けられる一方、他方の第２側壁１２の両端部に、端寄り積上支持突部２０，２０が設
けられている。また、中央寄り積上支持突部２２，２６同士は、横幅が略同一になってい
て、端寄り積上支持突部２０，２４同士も横幅が略同一になっている。さらに、端寄り積
上支持突部２０，２４の横幅は、中央寄り積上支持突部２２，２６の横幅の２～３倍程度
の大きさになっている。なお、以下の説明において、中央寄り積上支持突部２２，２６と
端寄り積上支持突部２０，２４とを総称する場合には、単に「積上支持突部」、「積上支
持突部群」等というものとする。
【００２３】
　次に、全ての積上支持突部に共通の構造について説明する。積上支持突部は、図６に端
寄り積上支持突部２０及び中央寄り積上支持突部２２を代表的に示したように、コンテナ
１０の側面から突出して上下方向に延びた１対の縦リブ２０Ａ，２０Ａの下端部を、下端
板２０Ｂで連絡した構造になっている。それら１対の縦リブ２０Ａ，２０Ａの上端部は、
コーナーフランジ１４の下面に接続され、縦リブ２０Ａ，２０Ａの下端部は、底壁１６の
下面より上方に配置されている。また、下端板２０Ｂは、水平な板状をなして、コンテナ
１０の外側面から１対の縦リブ２０Ａ，２０Ａと同じ位置まで突出している。
【００２４】
　次に、第２側壁１２に配置された端寄り積上支持突部２０及び中央寄り積上支持突部２
６に特有の構造について説明する。図６に示すように、第２側壁１２に配置された端寄り
積上支持突部２０及び中央寄り積上支持突部２６（図６には、端寄り積上支持突部２０の
みが示されている。中央寄り積上支持突部２６は、図２参照）では、下端板２０Ｂが縦リ
ブ２０Ａ，２０Ａの下端面より上方にずらして配置され、下端板２０Ｂより下側部分では
、１対の縦リブ２０Ａ，２０Ａの先端縁部の間が、下端板２０Ｂの先端縁から下方に直角
曲げされた補助連絡壁２０Ｃによって連絡されている。そして、補助連絡壁２０Ｃの下端
面が縦リブ２０Ａ，２０Ａと面一になっている。また、これら補助連絡壁２０Ｃの下端面
と縦リブ２０Ａ，２０Ａの下端面とから構成された部分は、コンテナ１０を他のコンテナ
１０の上にスタッキングしたときに、下側のコンテナ１０における第２側壁１２の上面に
当接する下端当接面（端寄り積上支持突部２０では、「下端当接面２０Ｔ」、中央寄り積
上支持突部２６では、「下端当接面２６Ｔ」。図５参照）になっている。
【００２５】
　また、図１及び図２に示すように、端寄り積上支持突部２０及び中央寄り積上支持突部
２６の下方には、第２側壁１２の横方向の中央側に配置された縦リブ２０Ａの一部をコン
テナ１０の下端まで延長して横ズレ規制リブ（端寄り積上支持突部２０では、「横ズレ規
制リブ３３」、中央寄り積上支持突部２６では、「横ズレ規制リブ３４」。図４参照）が
形成されている。ここで、第２側壁１２は、上述したように上方に向かって斜め外側に傾
斜しているので、コーナーフランジ１４の下面とコンテナ１０の第２側壁１２の外側面と
の交線から鉛直下方に架空の垂直面を垂下させると、その架空の垂直面と第２側壁１２の
外側面との間に空間（以下、「側面勾配空間」という）が形成される。そして、横ズレ規
制リブ３３，３４の上端部が、側面勾配空間の外側に僅かに突出する大きさをなし、横ズ
レ規制リブ３３，３４における上端部を除いた全体は、側面勾配空間の内側に収まる大き
さになっている。
【００２６】
　次に、第１側壁１１に配置された中央寄り積上支持突部２２及び端寄り積上支持突部２
４に特有の構造について説明する。図７に示すように、第１側壁１１に配置された中央寄



(8) JP 5796889 B2 2015.10.21

10

20

30

40

50

り積上支持突部２２及び端寄り積上支持突部２４（図７には、端寄り積上支持突部２４の
みが示されている。中央寄り積上支持突部２２は、図６参照）では、下端板２０Ｂの下面
と縦リブ２０Ａ，２０Ａの下面とが面一になっている。そして、下端板２０Ｂの先端部か
ら下向き当接片（中央寄り積上支持突部２２では、「下向き当接片２３Ｈ」、端寄り積上
支持突部２４では、「下向き当接片２５Ｈ」。）が鉛直下方に突出し、その下端当接リブ
の下端面が、コンテナ１０を他のコンテナ１０の上にスタッキングしたときに、下側のコ
ンテナ１０における第１側壁１１の上面に当接する下端当接面（中央寄り積上支持突部２
２では、「下端当接面２３Ｔ」、端寄り積上支持突部２４では、「下端当接面２５Ｔ」。
図５参照）になっている。また、これら下端当接面２３Ｔ，２５Ｔは、上記した第２側壁
１２の端寄り積上支持突部２０及び中央寄り積上支持突部２６の下端当接面２０Ｔ，２６
Ｔと面一になっている。
【００２７】
　図７に示すように下向き当接片２３Ｈ，２５Ｈ（下向き当接片２３Ｈに関しては、図６
参照）の横方向の両端部には、下端板２０Ｂの下面との間を連絡する１対の補強リブ２７
Ｌ，２７Ｌが設けられている。そして、下向き当接片２３Ｈ，２５Ｈと補強リブ２７Ｌと
から、本発明に係るスライド突部２３，２５が構成されている。また、それら補強リブ２
７Ｌ，２７Ｌには、下端当接面２３Ｔ，２５Ｔから上方に向かうに従って第１側壁１１側
に迫り出すように傾斜した本発明に係る誘導面２７Ｓと、その誘導面２７Ｓの上端部から
鉛直上方に延びた鉛直面２７Ｕとが形成されている。
【００２８】
　図６に示すように、中央寄り積上支持突部２２及び端寄り積上支持突部２４の下方には
、下端板２０Ｂからコンテナ１０の下端まで延びた横ズレ規制リブ（中央寄り積上支持突
部２２では、「横ズレ規制リブ３１」、端寄り積上支持突部２４では、「横ズレ規制リブ
３２」。図７参照）が設けられている。これら横ズレ規制リブ３１，３２も、第２側壁１
２の横ズレ規制リブ３３，３４と同様に上端部が上記した側面勾配空間の外側に僅かに突
出する大きさをなし、上端部を除いた全体が、側面勾配空間の内側に収まる大きさになっ
ている。
【００２９】
　さて、図５に示すように、各第１側壁１１の外側面のうち中央寄り積上支持突部２２と
コーナー部１０Ｃとの間には、横ズレ規制突部３０がそれぞれ突出形成されている。図６
に示すように、横ズレ規制突部３０は、第１側壁１１の外側面とコーナー部１０Ｃの外側
湾曲面との間の境界線Ｒ１に隣接して配置され、コーナーフランジ１４の下面からコンテ
ナ１０の下端の僅か上方となる位置まで延びている。また、横ズレ規制突部３０のうち、
上下方向において横ズレ規制リブ３１の上端部と略同一の位置より下側部分がズレ規制部
３０Ａになっていて、そのズレ規制部３０Ａの先端面は、横ズレ規制リブ３１の先端面と
略同一になっている。さらに、図１５に示すように、横ズレ規制突部３０のうちズレ規制
部３０Ａより上側部分の先端面は、ズレ規制部３０Ａの先端面より外側に位置している。
また、横ズレ規制突部３０のうちズレ規制部３０Ａより上側部分は、第１側壁１１の外側
面の傾斜によって、上方に向かうに従って第１側壁１１の外側面から突出量が徐々に小さ
くなった形状になっている。
【００３０】
　コンテナ１０の外側面の構造に関する説明は以上である。次に、コンテナ１０の内側面
及び上面の構造について説明する。図１及び図２に示すように、コンテナ１０の内側面に
は、複数の突部受容溝（図１及び図２の符号４０，４２，４４，４６）が陥没形成されて
いる。これら複数の突部受容溝は、コンテナ１０の上面からコーナーフランジ１４に亘っ
て上下方向に延びた角溝形状をなし、積上支持突部と同様に、何れもコーナー部１０Ｃの
近傍領域に配置されている。なお、第１側壁１１及び第２側壁１２のうち突部受容溝が形
成された部分は、外側面側においては、角柱状になってフランジ１３とコーナーフランジ
１４との間に延びている。
【００３１】



(9) JP 5796889 B2 2015.10.21

10

20

30

40

50

　複数の突部受容溝は、積上支持突部群と同様にコーナー部１０Ｃの近傍領域内でも、コ
ーナー部１０Ｃから比較的離れた位置に配置された中央寄り突部受容溝４２，４６と、コ
ーナー部１０Ｃに比較的近い位置に配置された端寄り突部受容溝４０，４４とに分けるこ
とができる。そして、図２に示すように、１対の中央寄り積上支持突部２６，２６を外側
面に備えた一方の第２側壁１２には、それら両中央寄り積上支持突部２６，２６よりコー
ナー部１０Ｃ，１０Ｃに近い位置に端寄り突部受容溝４０，４０が配置され、それとは逆
に、図１に示すように、１対の端寄り積上支持突部２０，２０を外側面に備えた他方の第
２側壁１２には、それら両端寄り積上支持突部２０，２０よりコーナー部１０Ｃ，１０Ｃ
から遠い位置に中央寄り突部受容溝４６，４６が配置されている。そして、一方の第２側
壁１２の端寄り突部受容溝４０，４０同士の間隔及び各端寄り突部受容溝４０の横幅は、
他方の第２側壁１２の端寄り積上支持突部２０，２０同士の間隔及び各端寄り積上支持突
部２０の横幅と同じになっている。また、他方の第２側壁１２の中央寄り突部受容溝４６
，４６同士の間隔及び各中央寄り突部受容溝４６の横幅は、一方の第２側壁１２の中央寄
り積上支持突部２６，２６同士の間隔及び各中央寄り積上支持突部２６の横幅と同じにな
っている。
【００３２】
　また、図１及び図２に示すように、両第１側壁１１，１１では、端寄り積上支持突部２
４よりコーナー部１０Ｃから遠い位置に中央寄り突部受容溝４２が配置されると共に、中
央寄り積上支持突部２２よりコーナー部１０Ｃに近い位置に端寄り突部受容溝４４が配置
されている。そして、それら中央寄り突部受容溝４２と端寄り突部受容溝４４との間隔は
、第１側壁１１に備えた端寄り積上支持突部２４と中央寄り積上支持突部２２との間隔と
同じで、中央寄り突部受容溝４２の横幅は中央寄り積上支持突部２２の横幅と同じで、さ
らには、端寄り突部受容溝４４の横幅は端寄り積上支持突部２４の横幅と同じになってい
る。
【００３３】
　これらにより、コンテナ１０に対して、他のコンテナ１０を１８０度旋回させて上から
重ねると、上側のコンテナ１０の端寄り積上支持突部２０，２４が、下側のコンテナ１０
の端寄り突部受容溝４０，４４に受容されると共に、上側のコンテナ１０の中央寄り積上
支持突部２２，２６が、下側のコンテナ１０の中央寄り突部受容溝４２，４６に受容され
たネスティング状態になる（図１９参照）。また、ネスティング状態になると、上側のコ
ンテナ１０のコーナーフランジ１４が、下側のコンテナ１０のフランジ１３に当接する。
【００３４】
　なお、上記したようにコンテナをネスティング状態に複数積み上げることを、以下、適
宜、単に「コンテナをネスティングする」ということとする。また、後述するようにコン
テナをスタッキング状態に複数積み上げることを、以下、適宜、単に「コンテナをスタッ
キングする」といい、さらに、スライド積み上げ操作にてスタッキングすることを、適宜
、「スライドスタッキング」ということとする。さらに、端寄り突部受容溝４０，４４及
び中央寄り突部受容溝４２，４６を総称する場合には、単に「突部受容溝」、「突部受容
溝群」というものとする。
【００３５】
　図１及び図２に示すように、各突部受容溝の底面と第１側壁１１及び第２側壁１２の内
側面との交差部分には、各積上支持突部の下方の横ズレ規制リブ３１，３２，３３，３４
の上端部との干渉を避けるための切欠部４０Ａ，４２Ａ，４４Ａ，４６Ａが形成されてい
る。また、上述したように横ズレ規制リブ３１，３２，３３，３４の上端部を除く全体は
、側面勾配空間の内側に収まる大きさになっているので、ネスティングした際に下側のコ
ンテナ１０の内側面の内側に収まる。
【００３６】
　図１に示すように、各第１側壁１１のうち中央寄り突部受容溝４２よりコーナー部１０
Ｃ側には、リブ受容溝５０が形成されている。リブ受容溝５０は、突部受容溝と同様に、
コーナーフランジ１４から上方に延びた角溝形状をなしている。また、第１側壁１１のう
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ちリブ受容溝５０が形成された部分は、外側面側においては、突部受容溝と同様に、角柱
状になってフランジ１３とコーナーフランジ１４との間に延びている。そして、上述した
ようにコンテナ１０がネスティングされたときに、横ズレ規制突部３０におけるズレ規制
部３０Ａより上側部分がリブ受容溝５０に受容される。
【００３７】
　図１に示すように、端寄り突部受容溝４０，４０を備えた一方の第２側壁１２の上面に
はフランジ１３の上面の一部を段付き状に陥没させて１対の中央寄突部載置面４１，４１
が形成されている。各中央寄突部載置面４１は、矩形状をなし、各端寄り突部受容溝４０
に対してコーナー部１０Ｃの反対側に配置され、中央寄り積上支持突部２６（図２参照）
全体を上方から覆っている。詳細には、中央寄突部載置面４１のうち端寄り突部受容溝４
０から離れた側の縁部と、第２側壁１２の内側面から離れた側の縁部とには、フランジ１
３の上面と中央寄突部載置面４１との間の段差面が備えられている。また、中央寄突部載
置面４１は、端寄り突部受容溝４０の内側面と、第２側壁１２の内側面とに略直交した状
態に繋がっている。さらには、中央寄突部載置面４１のうち第２側壁１２の内側面から離
れた側の縁部とフランジ１３の上面との間の段差面は、端寄り突部受容溝４０における第
２側壁１２の内側面から離れた側の内面と面一になっている。
【００３８】
　図２に示すように、中央寄り突部受容溝４６，４６を備えた他方の第２側壁１２の上面
には、フランジ１３の上面の一部を段付き状に陥没させて１対の端寄突部載置面４７，４
７が形成されている。各端寄突部載置面４７は、各中央寄り突部受容溝４６の上端開口縁
からコーナー部１０Ｃ側に延びた矩形状をなし、中央寄突部載置面４１と面一になってい
る。そして、各端寄突部載置面４７は、それぞれ端寄り積上支持突部２０（図１参照）全
体を上方から覆っている。なお、各端寄突部載置面４７も、上記した中央寄突部載置面４
１と同様に、フランジ１３の上面との間に段差面を有すると共に、中央寄り突部受容溝４
６の内側面と第２側壁１２の内側面とに略直交した状態に繋がっている。
【００３９】
　図１及び図２に示すように、フランジ１３の上面を含む各第１側壁１１の上面には、両
端のコーナー部１０Ｃ，１０Ｃの間で、端寄り突部受容溝４４及び中央寄り突部受容溝４
２を除いた全体に亘って帯状突部載置面４３（本発明に係る「突部当接領域」に相当する
）が形成されている。具体的には、帯状突部載置面４３は、フランジ１３の上面の一部を
、中央寄突部載置面４１及び端寄突部載置面４７と略面一となる位置まで陥没させてなる
。そして、帯状突部載置面４３は、帯状をなして、端寄り突部受容溝４４の上端開口縁の
うちリブ受容溝５０側の縁部からリブ受容溝５０におけるコーナー部１０Ｃ寄りの内側面
の位置まで延び、リブ受容溝５０寄り位置で中央寄り突部受容溝４２によって分断されて
いる。また、帯状突部載置面４３のうちリブ受容溝５０側の端縁部には、フランジ１３の
上面と帯状突部載置面４３との間に段差面が備えられ、その段差面は、リブ受容溝５０の
内側面と面一になっている。
【００４０】
　図８に示すように、帯状突部載置面４３のうち第１側壁１１の内側面から離れた側の縁
部には、フランジ１３の上面と帯状突部載置面４３との間にガイド段差部５４が備えられ
ている。ガイド段差部５４の両端部は、本発明に係る垂直ガイド面５４Ｄ，５４Ｄになっ
ていて、それら垂直ガイド面５４Ｄ，５４Ｄの間は、１対の横傾斜ガイド面５４Ａ，５４
Ａ及び本発明に係る縦傾斜ガイド面５４Ｂになっている。垂直ガイド面５４Ｄ，５４Ｄは
、帯状突部載置面４３から略垂直に起立し、かつ、端寄り突部受容溝４４及び中央寄り突
部受容溝４２の内面と面一になっている。それら垂直ガイド面５４Ｄ，５４Ｄにおける横
傾斜ガイド面５４Ａ，５４Ａ側の端部は、第１側壁１１の両端のコーナーフランジ１４，
１４（図１参照）における互いに接近した側の端部より、さらに互いに接近する側にずれ
た位置に配置されている。そして、横傾斜ガイド面５４Ａ，５４Ａは、垂直ガイド面５４
Ｄ，５４Ｄの端部の垂直折曲線Ｌ３，Ｌ３を中心にして垂直ガイド面５４Ｄ，５４Ｄの架
空の延長面を、外側に折り曲げた形状をなし（図９参照）、縦傾斜ガイド面５４Ｂは、垂
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直ガイド面５４Ｄ，５４Ｄの架空の延長面を下端部を中心に外側に倒して傾斜させた形状
になっている。これにより、横傾斜ガイド面５４Ａ，５４Ａと縦傾斜ガイド面５４Ｂの両
端部との間には、垂直折曲線Ｌ３，Ｌ３の下端部から斜め上方に延び交線Ｌ４，Ｌ４が形
成されている。
【００４１】
　帯状突部載置面４３のうち第１側壁１１の内側面側の縁部からは横ズレ規制突条５３が
突出している。横ズレ規制突条５３の両端部は、ガイド段差部５４における上記１対の垂
直折曲線Ｌ３，Ｌ３よりコーナー部１０Ｃ，１０Ｃ側に一定量だけずれた配置になってい
る。そして、横ズレ規制突条５３のうち両端部から垂直折曲線Ｌ３，Ｌ３と対向する位置
までは、均一な高さをなした高丈規制部５３Ａ，５３Ａになっている。また、横ズレ規制
突条５３の長手方向の中間部分は、高丈規制部５３Ａ，５３Ａより低い均一高さをなして
延びた低丈規制部５３Ｃになっていて、高丈規制部５３Ａ，５３Ａと低丈規制部５３Ｃと
の間が、高丈規制部５３Ａ，５３Ａから低丈規制部５３Ｃに向かって徐々に低くなった１
対の連絡傾斜規制部５３Ｂ，５３Ｂになっている。また、図１０に示すように、帯状突部
載置面４３に対する高丈規制部５３Ａ，５３Ａの上端面までの高さは、帯状突部載置面４
３からフランジ１３の上面までの高さと略同一になっている。さらに、図１７に示すよう
に、スライド突部２３を帯状突部載置面４３に当接させた状態で、スライド突部２３にお
ける誘導面２７Ｓと鉛直面２７Ｕとの交点Ｐ１が、低丈規制部５３Ｃの上面と略同一の高
さになるように設定されている。
【００４２】
　また、図１１に示すように、横ズレ規制突条５３のうち帯状突部載置面４３側の上端角
部の角部曲面は、部位によって異なっている。即ち、本実施形態では、低丈規制部５３Ｃ
の角部曲面５３Ｚの曲率半径より高丈規制部５３Ａの角部曲面５３Ｘの曲率半径が小さく
なっている。そして、連絡傾斜規制部５３Ｂの角部曲面５３Ｙの曲率半径が、低丈規制部
５３Ｃ側の端部から高丈規制部５３Ａ側の端部に向かって徐々に小さくなっている。
【００４３】
　また、図１５に示すように、１対のガイド段差部５４，５４同士の間（詳細には、垂直
ガイド面５４Ｄ，５４Ｄ（図１７参照）同士の間）の寸法をＬ１とし、１対のスライド突
部２３，２３の外面間の寸法をＬ２とし、１対のスライド突部２３，２３の鉛直面２７Ｕ
，２７Ｕの間の寸法をＬ３とし、１対の横ズレ規制突条５３，５３の帯状突部載置面４３
側の側面同士の間の寸法をＬ４とすると、本実施形態のコンテナ１０では、各寸法は、次
式の関係になっている。
　　　（Ｌ１－Ｌ２）＜（Ｌ３－Ｌ４）
　即ち、スライド突部２３とガイド段差部５４との間のクリアランスの方が、スライド突
部２３と横ズレ規制突条５３との間のクリアランスより小さくなっている。
【００４４】
　図８に示した帯状突部載置面４３のうち中央寄り突部受容溝４２よりリブ受容溝５０側
の領域は、前述した端寄突部載置面４７に相当する端寄突部載置部４３Ａになっていて、
この端寄突部載置部４３Ａが端寄り積上支持突部２４（図１参照）全体を上方から覆って
いる。また、帯状突部載置面４３のうち横ズレ規制突条５３の端部より端寄り突部受容溝
４４側の領域は、前述した中央寄突部載置面４１に相当する中央寄突部載置部４３Ｂにな
っていて、この中央寄突部載置部４３Ｂが中央寄り積上支持突部２２（図１参照）全体を
上方から覆っている。そして、コンテナ１０に対して、他のコンテナ１０を同じ向きで上
から重ねると、上側のコンテナ１０の端寄り積上支持突部２０，２４の下端当接面２０Ｔ
，２５Ｔ（図５参照）が、下側のコンテナ１０の端寄突部載置面４７及び端寄突部載置部
４３Ａに当接すると共に、上側のコンテナ１０の中央寄り積上支持突部２２，２６の下端
当接面２３Ｔ，２６Ｔ（図５参照）が、下側のコンテナ１０の中央寄突部載置面４１及び
中央寄突部載置部４３Ｂに当接したスタッキング状態になる（図１８参照）。また、スタ
ッキング状態になると、上側のコンテナ１０の横ズレ規制リブ３１，３２，３３，３４（
図４参照）が、下側のコンテナ１０の上部内側面に突き合わされた状態になって、上下の
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コンテナ１０，１０の横ズレが抑えられる。
【００４５】
　図８に示すように、端寄突部載置部４３Ａのうち第１側壁１１の内側面側の縁部からは
、係止突条５１が突出している。係止突条５１は、端寄突部載置部４３Ａの長手方向の中
間部に配置されている。これと同様に、中央寄突部載置部４３Ｂのうち第１側壁１１の内
側面側の縁部からは、係止突条５２が突出している。係止突条５２も、係止突条５１と同
様に中央寄突部載置部４３Ｂの長手方向の中間部に配置されている。そして、コンテナ１
０をスタッキングしたとき、係止突条５１が端寄り積上支持突部２４のスライド突部２５
と対向し、係止突条５２が中央寄り積上支持突部２２のスライド突部２３と対向する。
【００４６】
　本実施形態のコンテナ１０の構成に関する説明は以上である。次に、このコンテナ１０
の作用効果について説明する。本実施形態のコンテナ１０は、上記したようにコンテナ１
０同士を同じ向きにして積み上げればスタッキング状態になり、上下のコンテナ１０の向
きを１８０度異ならせて積み上げればネスティング状態になる。これらスタッキング状態
及びネスティング状態に積み上げる際に、上側のコンテナ１０を下側のコンテナ１０に対
して真上から降下して積み上げていってもよいが、上側のコンテナ１０を下側のコンテナ
１０に対してスライドさせるスライド積み上げ操作を行うことで作業効率が向上する。
【００４７】
　まず、スタッキングする際のスライド積み上げ操作（即ち、スライドスタッキング）に
ついて説明する。スライドスタッキングを行うには、図１２に示すように下側のコンテナ
１０における１対の第１側壁１１，１１の上面中央付近に、上側のコンテナ１０の中央寄
り積上支持突部２２，２２のスライド突部２３，２３を当接させて上側のコンテナ１０を
傾斜姿勢とし、上側のコンテナ１０を下側のコンテナ１０の上面上で第２水平方向Ｈ２に
スライドさせればよい。
【００４８】
　詳細には、図１５に示すように、下側のコンテナ１０の両帯状突部載置面４３，４３に
おける第２水平方向Ｈ２の中間位置に、上側のコンテナ１０のスライド突部２３，２３を
当接させる（図１３参照）。ここで、本実施形態のコンテナ１０では、図１５に示すよう
に、スライド突部２３とガイド段差部５４との間のクリアランスの方が、スライド突部２
３と横ズレ規制突条５３との間のクリアランスより小さいので、通常は、上側のコンテナ
１０が下側のコンテナ１０に対して横ズレしている場合には、下側のコンテナ１０におけ
るガイド段差部５４の縦傾斜ガイド面５４Ｂに上側のコンテナ１０におけるスライド突部
２３，２３が摺接することで、上側のコンテナ１０が正規の位置に案内される。
【００４９】
　しかしながら、下側のコンテナ１０が荷物の圧力よって変形すると、スライド突部２３
とガイド段差部５４との間のクリアランスより、スライド突部２３と横ズレ規制突条５３
との間のクリアランスの方が小さくなる場合がある。このような場合は、上側のコンテナ
１０が横ズレすると、図１６に示すように、下側のコンテナ１０における横ズレ規制突条
５３の中間部（低丈規制部５３Ｃ）に、スライド突部２３の誘導面２７Ｓが摺接すること
で、上側のコンテナ１０が正規の位置に案内される。
【００５０】
　このとき、仮に下側のコンテナ１０に対して上側のコンテナ１０が大きく横ズレしてい
て、一方のスライド突部２３のみが下側のコンテナ１０の帯状突部載置面４３に当接し、
他方のスライド突部２３が、他方の横ズレ規制突条５３より内側に外れていても、本実施
形態では、横ズレ規制突条５３の中間部は両端部より低い低丈規制部５３Ｃになっている
ので、上側のコンテナ１０のうち他方のスライド突部２３側を僅かに持ち上げるだけで他
方のスライド突部２３を横ズレ規制突条５３より外側に移動することができる。しかも、
低丈規制部５３Ｃの角部曲面５３Ｚの曲率半径は比較的大きくなっているので、角部曲面
５３Ｚとスライド突部２３の誘導面２７Ｓとの摺接範囲も大きくなり、スライド突部２３
が横ズレ規制突条５３より外側（ガイド段差部５４側）に容易に誘導される。このように
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して、本実施形態のコンテナ１０では、スライド積み上げ操作を行う際に上側のコンテナ
１０の１対のスライド突部２３，２３を、図１４に示すように、下側のコンテナ１０の１
対の横ズレ規制突条５３，５３より外側（ガイド段差部５４側）にスムーズに配置させる
ことができる。
【００５１】
　この状態で、上側のコンテナ１０を傾斜姿勢に保持して第２水平方向Ｈ２（図１２参照
）にスライド操作し、下側のコンテナ１０の真上となる位置まで移動する。すると、その
スライド操作のばらつきにより、上側のコンテナ１０が下側のコンテナ１０に対してスラ
イド方向と直交する方向にも操作力を受け得る。しかしながら、図１５に示すように、上
側のコンテナ１０に備えた１対の横ズレ規制突部３０，３０が、上側のコンテナ１０の第
１側壁１１と下側のコンテナ１０の第１側壁１１との間の隙間に配置されて、上下のコン
テナ１０，１０の横ズレが抑えられ、上側のコンテナ１０の中央寄り積上支持突部２２，
２２が下側のコンテナ１０の第１側壁１１，１１上から外れるような事態の発生が防がれ
る。
【００５２】
　しかも、本実施形態では、図１１に示すように、横ズレ規制突条５３の端部の角部曲面
５３Ｘは、中央部の角部曲面５３Ｚに比べて曲率半径が小さく、横ズレ規制突条５３のう
ち端部と中間部との間の連絡傾斜規制部５３Ｂの角部曲面５３Ｙでは、曲率半径が横ズレ
規制突条５３の端部に向かうに従って徐々に小さくなっているので、上側のコンテナ１０
が、下側のコンテナ１０の真上となる位置に近づくに従って、スライド突部２３は横ズレ
規制突条５３を乗り越え難くなり、横ズレ防止効果が高まる。これらにより安定したスラ
イド積み上げ操作が可能になる。そして、上側のコンテナ１０をスライドさせて行くと、
その上側のコンテナ１０のスライド方向の前端部分が下側のコンテナ１０の第２側壁１２
の内側面に当接して止まるので、そこで、上側のコンテナ１０を水平姿勢に戻せば、スタ
ッキング状態になる。
【００５３】
　また、コンテナ１０をネスティングする場合には、下側のコンテナ１０に対して上側の
コンテナ１０の向きを１８０度旋回させて、スタッキングする場合と同様に、下側のコン
テナ１０における１対の第１側壁１１，１１の上面中央付近に、上側のコンテナ１０の中
央寄り積上支持突部２２，２２を突き当てて上側のコンテナ１０を傾斜姿勢とし、スライ
ドさせればよい。
【００５４】
　［第２実施形態］
　本実施形態のコンテナ１０Ｖは、図２０及び図２１に示されており、横ズレ規制突条５
３Ｖの構造が第１実施形態と異なる。即ち、このコンテナ１０Ｖでは、図２０に示すよう
に、高丈規制部５３Ａの角部曲面５３Ｘの曲率半径より低丈規制部５３Ｃの角部曲面５３
Ｚの曲率半径が小さくなっている。そして、連絡傾斜規制部５３Ｂの角部曲面５３Ｙの曲
率半径が、高丈規制部５３Ａ側の端部から低丈規制部５３Ｃ側の端部に向かって徐々に小
さくなっている。また、図２１に示すように、スライド突部２３の下端当接面２３Ｔを帯
状突部載置面４３に当接させた状態で、スライド突部２３における誘導面２７Ｓと鉛直面
２７Ｕとの交点Ｐ１が低丈規制部５３Ｃの角部曲面５３Ｚより更に下方に配置されるよう
に設定されている。
【００５５】
　本実施形態のコンテナ１０Ｖによれば、横ズレ規制突条５３Ｖの中間部（低丈規制部５
３Ｃ）で、スライド突部２３が横ズレ規制突条５３Ｖを外側から内側へと乗り越え難くな
る。また、横ズレ規制突条５３Ｖの端部（高丈規制部５３Ａ）に上方からスライド突部２
３が押し付けられたときに、そのスライド突部２３を横ズレ規制突条５３Ｖの外側にスム
ーズに案内することができる。
　［他の実施形態］
　本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、例えば、以下に説明するような実
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種々変更して実施することができる。
【００５６】
（１）前記実施形態のスライド突部２３に備えた誘導面２７Ｓは、平坦面であったが曲面
であってもよい。
【００５７】
（２）前記実施形態では、スタッキング及びネスティング可能なコンテナに本発明を適用
した例を示したが、スタッキングのみ可能なコンテナに本発明を適用してもよい。
【符号の説明】
【００５８】
　１０，１０Ｖ　　コンテナ
　１１　　第１側壁（側壁）
　２０，２４　　端寄り積上支持突部
　２２，２６　　中央寄り積上支持突部
　２３，２５　　スライド突部
　２７Ｓ　　誘導面
　４３　　帯状突部載置面（突部当接領域）
　５３，５３Ｖ　　横ズレ規制突条
　５３Ａ　　高丈規制部
　５３Ｂ　　連絡傾斜規制部
　５３Ｃ　　低丈規制部
　５３Ｘ，５３Ｙ，５３Ｚ　　角部曲面
　５４　　ガイド段差部
　５４Ｂ　　縦傾斜ガイド面
　５４Ｄ　　垂直ガイド面
【図１】 【図２】
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